
見附市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱 

平成２５年６月１８日 

告示第１０７号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の

補聴器購入費の一部を助成することにより、言語の習得やコミュニケーション

能力の向上を促進し、もつて福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるもの

とする。 

（助成対象児童） 

第２条 本事業において補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要

件をすべて満たす１８歳未満の難聴児（以下「対象児」という。）とする。 

（１） 市内に住所を有していること。 

（２） 両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満で、身体障害

者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めた場

合は、３０デシベル未満についても対象とする。 

（３） 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が

判断するもの。 

２ 前項に規定する児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合

には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、対象児及びその属する世帯の世帯員のうちいず

れかの者について、助成金の交付申請を行う月の属する年度（４月から６月に

あつては前年度）における市民税所得割額が４６万円以上である場合には、助

成の対象としない。 

（助成金の算定基礎） 

第３条 この助成金の算定基礎となる額は、新たに補聴器を購入する経費又は別

表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費（以下「補聴器購入費」と

いう。）として、助成金の交付を希望する対象児の保護者（以下「申請者」と

いう。）が実際に購入に要した額と別表の「１台当たりの基準価格」欄に掲げ

る額（以下「基準価格」という。）とを比較して少ない方の額とする。 



２ 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真

に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。その場合の

助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳に係る購入費として申請者が

実際に購入に要した額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。 

（助成金の交付額） 

第４条 助成金の交付額は、前条第１項に定める額の３分の２（１円未満切捨

て）とする。 

（助成金の交付申請） 

第５条 申請者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書（第１号様

式）に、以下に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の知

事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した意見書（第２

号様式） 

（２） 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書 

（３） その他市長が必要と認めるもの 

（所得審査） 

第６条 市長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第２条第３項の

規定により対象外とならないことを確認するものとする。 

（交付決定） 

第７条 市長は、助成金を交付することを決定した場合は、申請者に軽・中等度

難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書（第３号様式）及び軽・中等度難聴

児補聴器給付券（第４号様式。以下「給付券」という。）を交付し、却下する

ことを決定した場合は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通

知書（第５号様式）を、申請者に交付するものとする。 

（補聴器購入） 

第８条 申請者は、交付決定後すみやかに、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成

金交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者に給付券を提出し、補聴器を

購入するものとする。 

（助成金の請求） 



第９条 補聴器を購入した申請者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求

書（第６号様式）に領収書を添付のうえ市長へ請求するものとする。 

２ 市長は、前項又は次条第４項の規定による請求があつたときは、その内容を

審査し、第４条の規定による交付額を上限として助成金を交付するものとす

る。 

（助成金の代理受領） 

第１０条 前条の規定にかかわらず、市長は、申請者の利便性を考慮し、申請者

からの委任に基づいて、助成金を申請者に代わり補聴器販売事業者に支払うこ

とができる。 

２ 申請者は、委任を行う旨を給付券に記載することをもつて、助成金の請求及

び受領を補聴器販売事業者に委任することができる。 

３ 申請者から委任を受けた補聴器販売事業者は、補聴器の引渡しの際に、申請

者から利用者負担額の支払いを受け、領収書を発行するとともに、給付券の引

き渡しを受けるものとする。 

４ 給付券の引き渡しを受けた補聴器販売事業者は、公費負担額に相当する額の

請求書に給付券を添付して市長に提出するものとし、市長は、当該請求書及び

給付券の提出をもつて、助成金の請求がなされたものとみなす。 

（補聴器の管理） 

第１１条 申請者は、助成金に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸付けし、又は担保に供してはならない。 

２ 市長は、申請者が前項の規定に違反した場合には、助成金の全部又は一部を

返還させることができる。 

（関係帳簿の整備） 

第１２条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、軽・中等度難聴児補

聴器購入費助成金台帳（第７号様式）を整備するものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 



別表（第３条関係） 

補聴器の種類 １台当たり

の基準価格 

（円） 

基準価格に含まれるもの 耐用年数 

軽・中等度難聴用ポケッ

ト型 

４３，２０

０ 

①補聴器本体（電池を含

む。） 

②イヤーモールド 

（注）イヤーモールドを必

要としない場合は、基準価

格から９，０００円を除

く。 

原則とし

て５年 

軽・中等度難聴用耳かけ

型 

５２，９０

０ 

高度難聴用ポケット型 ４３，２０

０ 

高度難聴用耳かけ型 ５２，９０

０ 

重度難聴用ポケット型 ６４，８０

０ 

重度難聴用耳かけ型 ７６，３０

０ 

耳あな型（レディメイ

ド） 

９６，００

０ 

耳あな型（オーダーメイ

ド） 

１３７，０

００ 

補聴器本体（電池を含

む。） 

骨導式ポケット型 ７０，１０

０ 

①補聴器本体（電池を含

む。） 

②骨導レシーバー 

③ヘッドバンド 

骨導式眼鏡型 １２７，２

００ 

①補聴器本体（電池を含

む。） 

②平面レンズ 

（注）平面レンズを必要と

しない場合は、基準価格か



ら１枚につき３，６００円

を除く。 



 



 



 



 



 



 



 


